
○鹿嶋市立北海浜多目的球技場及び高松緑地多目的球技場のネーミングラ

イツパートナー募集要項 

 

１ ネーミングライツの概要 

（１）目的 

  鹿嶋市ネーミングライツ事業実施要綱に基づき，持続可能な運営と市民

サービスの向上を目指し，安定的な財源を確保するために，鹿嶋市立北海

浜多目的球技場及び高松緑地多目的球技場に対して，条例等で定める名称

に代わる愛称を付与する権利（以下「ネーミングライツ」という。）を売却

し，ネーミングライツ料としての対価を得るものです。 

（２）収入の使途 

  ネーミングライツにより市が得た収入は，当該施設の維持管理費用や運

営費用のほか，関連施策・事業の推進のための費用に充てます。 

（３）公募対象施設 

  ①鹿嶋市立北海浜多目的球技場 

  ②高松緑地多目的球技場 

 ※複数の応募は可能ですが，ネーミングライツパートナー申込書をそれぞ

れ提出してください。 

  ②については，高松緑地公園内に，野球場，多目的球技場，庭球場，温

水プールがあり，対象施設は多目的球技場のみとなります。公園の名称は

変わりません。 

 

２ ネーミングライツ募集の概要 

施 設 等 の 名

称 

➀鹿嶋市立北海浜多目的球技場 

②高松緑地多目的球技場 

所在地・ 

開催場所 

➀鹿嶋市平井２２７１番地１ 

②鹿嶋市光１番地 

施 設 等 の 用

途・目的 

市内におけるスポーツ及びレクリエーションの普及振興を

図り，健康で文化的な市民生活の向上に寄与するとともに，

地域間交流の拠点としてます。 

施 設 等 の 概

要 

➀北海浜多目的球技場 

○施設の構造規模 

・敷地面積：３０，０００㎡ 

○主要室（利用者数【H30 実績：R4 実績】） 

・サッカーコート 1 面（天然芝） 

 利用者数： 7,360 人：4,350 人 

・少年野球場 1 面（硬式不可） 

 利用者数： 2,673 人：3,166 人 



②高松緑地多目的球技場 

○施設の構造規模 

・敷地面積：1０，０００㎡ 

○主要室（利用者数【H30 実績：R4 実績】） 

・サッカーコート 1 面（人工芝） 

 利用者数：6,440 人(人工芝化工事による影響)：18,612 人 

 

指 定 管 理 者

制 度 導 入 の

有無 

有（ＮＰＯ法人かしまスポーツクラブ） 

主な行事・内

容等 

➀北海浜多目的球技場（グラウンド） 

４月：県社会人サッカーリーグ 

５月：県社会人サッカーリーグ  

６月：県社会人サッカーリーグ 

７月：県社会人サッカーリーグ，高円宮杯ＩＦＡリーグ（高

校サッカー），市サッカーフェスティバル  

８月：市サッカーフェスティバル  

９月：県社会人サッカーリーグ，高円宮杯ＩＦＡリーグ（高

校サッカー） 

１０月：全国高校サッカー選手権県予選，高円宮杯ＩＦＡリ

ーグ（高校サッカー）  

１１月：高円宮杯Ｕ－１５サッカーリーグ 

１２月～３月：芝養生のためクローズ 

※野球場については，通年で土日を少年野球として練

習及び試合会場として使用 

 

②高松緑地多目的球技場 

４月：Ｕ－１２サッカーリーグ，関東高校サッカー大会 

５月：高円宮杯ＩＦＡリーグ（高校サッカー），Ｕ－１２サ

ッカーリーグ，学年別少年サッカー大会，高校総体県

予選（サッカー） 

６月：Ｕ－１２サッカーリーグ，高円宮杯ＩＦＡリーグ（高

校サッカー），学年別少年サッカー大会，みんなのス

ポーツフェスタ 

７月：高円宮杯ＩＦＡリーグ（高校サッカー），みんなのス

ポーツフェスタ，市サッカーフェスティバル 

８月：みんなのスポーツフェスタ，市サッカーフェスティバ

ル 



９月：高円宮杯ＩＦＡリーグ（高校サッカー），学年別少年

サッカー大会，全国高校サッカー選手権県予選，県社

会人サッカーリーグ 

１０月：全国高校サッカー選手権県予選，高円宮杯ＩＦＡ 

リーグ（高校サッカー），県社会人サッカーリーグ  

１１月：高円宮杯ＩＦＡリーグ（高校サッカー），学年別少年

サッカー大会，県社会人サッカーリーグ 

１２月：スポーツデポ CUP（少年サッカー），高円宮杯ＩＦＡ

リーグ（高校サッカー） 

1 月：高校サッカー新人戦，県社会人サッカーリーグ，鹿行

防犯少年サッカー大会（少年サッカー），スポーツデポ

CUP（少年サッカー）  

2 月：鹿行防犯少年サッカー大会（少年サッカー），スポーツ

デポ CUP（少年サッカー），Ｕ－１０サッカーリーグ，

Ｕ－９フェスティバル（サッカー）  

3 月：Ｕ－９フェスティバル（サッカー），高円宮杯ＩＦＡ 

リーグ（高校サッカー） 

契 約 希 望 期

間 

５ 年（３年以上５年以内） 

ネ ー ミ ン グ

ライツ料 

➀北海浜多目的球技場年額１６０万円（税抜き）以上 

②高松緑地（多目的球技場）年額２８０万円（税抜き）以上 

愛称の要件 施設等の用途・目的に沿った愛称 

愛 称 の 掲 示

が 想 定 さ れ

る場所等 

○施設駐車場入口看板  

○利用案内看板 

※看板設置場所，仕様は別途協議します。費用は命名権者（以

下「ネーミングライツパートナー」という。）の負担となり

ます。 

○市ホームページでの愛称の使用 

○施設ホームページ，施設パンフレットでの愛称の使用 

○市の広報紙等での愛称の使用 

 

３ ネーミングライツの条件 

（１）愛称の基本条件 

 ア 施設の愛称として，企業名，商品名（ブランド）等を付けることがで

きます。ただし，条例に規定する施設の名称は変更しません。 

 イ 施設の設置目的にふさわしく，親しみやすいものとします。 

 ウ 施設の所有権，経営権に影響を与えないものとします。 

 エ 民間施設を含む他の施設等と混同するような愛称は，付けることはで



きません。 

 オ 第三者の商標権，著作権，パブリシティ権，キャラクター権等，第三

者の知的財産権を侵害する愛称は，付けることができません。応募者の

責任において確認し，提案してください。 

 カ 鹿嶋市ネーミングライツ事業実施要綱第５条に規定する内容は，使用

できません。 

 キ ネーミングライツを他者に譲渡・貸与することはできません。 

 ク 市が認めた場合を除き，契約期間中の愛称変更はできません。 

 ケ 決定した愛称及びロゴマークに関する知的財産権（知的財産基本法

（平成１４年法律第１２２号）第２条第２項に規定する権利をいう。）

は，市が無償で使用できるものとします。 

 コ 国際大会の開催等，事業主催者（以下「大会主催者等」という。）の使

用内容等により，愛称をマスキングなどの目隠しをする場合があります。

マスキングは，原則大会主催者等が行うものとします。 

（２）商標登録 

 本市におけるネーミングライツに対する商標登録は原則認めないこと

とします。ただし，やむを得ない理由がある場合は，市とネーミングライ

ツパートナーで協議の上，決定します。 

（３）第三者による愛称の使用 

  第三者が愛称を使用することを妨げません。 

 

４ スポンサーメリット（特典）の付与 

  市が命名権者に付与するスポンサーメリット（特典）は次のとおりです。 

 

（１）愛称の使用 

 ア 施設の愛称を決定し，使用することができます。 

 イ 市は，愛称の使用・周知を図ります。 

 

※ 混乱を避けるため，愛称に条例上の名称を併記する場合があります。  

 ※ 市が作成するパンフレットや封筒などの印刷物，ホームページの表示変更

等に係る費用は市が負担しますが，契約締結後の印刷物から表示を変更し，既

存印刷物については変更せず使用します。  

 ※ 愛称の使用開始以降に開催されるイベントであってもネーミングライツパ

ートナー決定時に，イベント開催者が既にチケットやチラシ等を印刷してい

る場合には，それらに愛称を表示することはできません。  

（２）愛称名看板等の表示 

 ア ネーミングライツパートナーは，施設等の表示決定ができます。 

 イ ネーミングライツパートナーは，市に対して新たな愛称看板の設置を



提案することができます。 

 ウ 敷地外，道路標識等の表示変更についても，市や関係機関との協議の

上，可能なものについて行うことができます。 

 

 ※ 茨城県屋外広告物条例（昭和４９年茨城県条例第１０号）等に基づき，愛称

看板に一定の制限が生じるとともに，別途手続が必要となる場合があります。 

 ※ 施設表示や看板等の設置及び維持管理に係る費用は，原則としてネーミン

グライツ料とは別にネーミングライツパートナーの負担となります。敷地外

の看板や道路標識等を変更する場合は，市や関係機関が表示変更を行い，実費

負担していただくことがあります。  

 ※ 契約期間終了後の原状回復に係る費用は，ネーミングライツパートナーの

負担となります。 

  

（３）多目的球技場の無償利用  

 ア ➀北海浜多目的球技場（グラウンド） 

年間１日（うち事業予定日を除く。）を無償でグラウンドの利用ができ

ます。また，11 月から 3 月は芝養生のため使用できません。 

 イ ②高松緑地（多目的球技場） 

年間３日（うち事業予定日を除く。）を無償で多目的球技場の利用がで

きます。 

 

 費用負担のイメージ 

区分 市 ネーミングライツパートナー 

敷地内外の看板表示の変更（施

設看板や道路標識） 
 〇 

契約期間終了後の原状回復  〇 

協定締結後に市が作成する印刷

物及びホームページ 
〇  

 ※ネーミングライツ料とは別にご負担いただくものとなります。 

 

５ 独自提案の受付 

  ネーミングライツ料に加えて，役務や物品の提供の提案も可能とします。

また，イベントの開催等，施設の魅力向上のための幅広い提案を受け付け

ます。提案を行う場合は，申込みに合わせて提案書（任意様式）を提出し

てください。 

 

６ 応募資格 

  応募できる者は，鹿嶋市ネーミングライツ事業実施要綱第４条に規定す



る要件を満たしている事業者とします。 

  

７ 受付窓口 

  鹿嶋市教育委員会事務局スポーツ推進課 

  〒３１４－８６５５ 茨城県鹿嶋市大字平井１１８７番地１ 

  電話 （０２９９）８２－２９１１ 

  メールアドレス sports1@city.ibaraki-kashima.lg.jp 

 

８ スケジュール 

（１）募集期間 

   令和６年２月１日（木）から令和６年２月２９日（木）まで 

 

（２）申込書等の提出 

  次の書類（原本を正本として１部，その写しを副本として２部）を提出

してください。 

 ア ネーミングライツパートナー申込書（様式第１号） 

 イ 企業案内パンフレット等 

 ウ 定款，寄附行為又は規約 

 エ 登記事項証明書（商業登記簿謄本） 

 オ 印鑑証明書 

 カ 最新の事業計画書 

 キ 決算報告書（直近３か年分） 

 ク 納税証明書（提出日において発行の日から３か月以内のものに限る） 

  ａ 鹿嶋市税に未納がないことの証明書（市内に事業所等を有する場合） 

  ｂ 法人税，消費税及び地方消費税の納税証明書（その３の３） 

 

（３）留意事項 

 ・提出は，「７ 受付窓口」に事前連絡のうえ提出してください。なお募集

期間の最終日となる令和６年２月２９日（木）１７時必着とします。 

・必要に応じて追加資料を求める場合があります。 

・提出された書類は複写の上，鹿嶋市ネーミングライツ審査委員会（以下

「審査委員会」という。）へ提示するほか，関係機関に意見を聞く目的で

も使用することがあります。 

・提出された書類は返却しません。また，情報公開請求があった場合には，

鹿嶋市情報公開条例（平成１５年条例第６号）に基づき公開することが

あります。 

・申込書提出後に辞退する場合は，辞退届（任意様式）を提出してくださ

い。 



 

９ 審査（書類審査） 

  申込書（様式第１号）の提出があったものについて，申込期間終了後概

ね１か月程度で審査し，ネーミングライツパートナー候補者を決定します。 

  審査は審査委員会が行います。提出された書類をもとに，内容について

総合的に審査します。必要に応じてヒアリングを行うことがあります。 

（１）審査項目等 

  審査項目，内容及び配点は，以下の表のとおりとします。 

 

項 目 内 容 配点 

ネーミング

ライツ料 
提示されたネーミングライツ料の高さの度合 ３５ 

契約期間 契約期間の長さ ５ 

愛称の適否 
親しみやすさ，浸透しやすさ，施設へのふさわし

さ 
１５ 

応募者の 

社会貢献度 

地域貢献や鹿嶋市との関係性，地域振興等に対す

る理念・実績・計画，独自提案 
２５ 

応募者の 

経営安定性 

健全な財務状況であり，契約期間中の支払いの能

力を十分に有しているか 
２０ 

 

（２）評価方法 

審査項目 評価方法 

ネーミング

ライツ料 

① 応募金額（年額）が最高である者を１位として，満点

の 35 点を付与します。 

② ①以外の応募金額の場合は，１位の金額（最高応募金

額）を用いて，下記により算出します。（小数点以下第

１位を四捨五入して算出） 

※応募金額が市希望金額未満の場合は，応募できませ

ん。 

［算出式］35 点×当該応募金額／最高応募金額＝得点 

［算出例ア：応募者が複数の場合］ 

Ａ者：応募金額 500 万円（応募者中，最高金額）⇒得点 

35 点 

Ｂ者：応募金額 300 万円 

35 点×300 万円／500 万円＝21 点 ⇒得点 21 点 

契約期間 

① 契約期間が市の希望契約期間どおりの応募であった場

合は満点の 5 点を付与します。 

② ①以外の契約期間による応募があった場合は，下記に



より加点を算出することとし，5 点を超える場合は，5 

点とします。（端数がある場合は，小数点第一位を四捨

五入します。） 

［算出式］5 点×（応募契約期間／市の希望契約期間） 

［算出例ア］応募契約期間 6 年，市の希望契約期間 5 年 

5 点×6／5＝6 点 ⇒得点 5 点 

［算出例イ］応募契約期間２年，市の希望契約期間 5 年 

5 点×2／5＝2 点 ⇒得点 2 点 

愛称 
（１）審査項目等 について，以下の「得点の判断基準表」

により評価ランク判断し，得点化します。 
経営安定性 

地域貢献 

 

 ＜得点の判断基準表＞ 

判断基準 評価 得点 

優れている Ａ ２０ 

やや優れている Ｂ １５ 

標準的である Ｃ １０ 

やや劣っている Ｄ ５ 

劣っている Ｅ ０ 

 

＜採点における注意事項＞ 

・ 最高得点を付けた委員数が最も多い応募者をネーミングライツパ

ートナー候補者として選定します。 

・  委員が最高得点をつけた応募者が同数の場合は，得点化した点数

を応募者ごとに合算し，最も高い得点となった応募者を選定します。 

・  合算した得点が同点で，最も高い得点となった応募者を選定でき

ない場合は，審査項目「ネーミングライツ料」の得点が最も高い応

募者を選定します。 

・ 選定委員の点数を合算し，配点合計の６割５分以上の得点となっ

た応募者を選定します。 

・ 「経営の安定性」若しくは「愛称の適否」のいずれか又はその両

方の点数がＤ，Ｅの場合は，失格とします。 

 

（３）審査結果の通知 

  審査結果は，審査終了後速やかに通知します。 

 

（４）その他 

 ア 審査の結果，応募者の全てにおいて一定の基準を満たしていないと市

が判断した場合は，ネーミングパートナーを選定しないことがあります。 



 イ 審査結果に対する異議申立ては，一切受け付けません。 

 

１０ 契約 

（１）契約の締結 

  ネーミングライツパートナー候補者を決定後，市と候補者の間で契約内

容等について協議を行い，契約を締結します。 

  なお，契約締結までの間に，候補者が本要項の資格条件等を満たさなく

なった場合は，契約を締結しないことがあります。 

 

（２）調印式等の開催 

  ネーミングライツパートナー決定のＰＲのため，ネーミングライツパー

トナーの希望に応じて契約の調印式等を開催します。開催有無や日程につ

いては，別途協議いたします。 

 

（３）契約の更新 

  契約期間の更新については，期間満了８月前までに市に申請する必要が

あります。 

 

（４）契約の解除 

  契約締結後でも，本要項の資格条件等を満たさなくなった場合は，契約

を解除することがあります。 

  また，施設表示等の原状回復を速やかに行うとともに，その原状回復に

係る費用は，ネーミングライツパートナーの負担とします。 

 

１１ 留意事項 

（１）応募に関する費用は，全て応募者の負担とします。 

 

（２）提案においては，関係法令，市条例，規則及び要綱等を遵守してくだ

さい。 

 

（３）参加者は，関係法令を遵守し，公正な公募を阻害してはいけません。 


